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１ はじめに 

１.１ 背景と目的 

各所属（三重県警察に属する所属と三重県立学校は除く。）が運用している

Web サイトは、コスト削減、情報セキュリティ、デザインの統一性等の観点か

ら、適切に管理されている同一の Web システムで運用される事が望ましい。 

しかし、サイトの目的によっては、独自デザインのサイトを構築する必要が

あり、独自ドメイン等により運用が行われている実情である。 

このことから、三重県で管理する Web サイトのドメインについて、情報セキ

ュリティ対策に配慮した適切な運用管理を目的とし、本資料を整備する。 

１.２ 適用対象 

本ガイドラインは、各所属が保有・管理する全てのドメインを対象とする。 

１.３ 位置づけ 

本ガイドラインは、「三重県情報システムの整備及び管理に関する標準ガイ

ドライン」（以下「標準ガイドライン」という。）の別紙として位置づけられる。 

１.４ 用語 

本ガイドラインにおいて使用する用語は、表１-1 及び標準ガイドラインの

【別紙Ⅰ-1】用語一覧」を参照とする。 

 

表 １-1 用語の定義 

用語 意味 

ドメイン管理会社 JP ドメインの登録管理を行っている株式会社日本レ

ジストリサービスのこと。 

指定事業者 ドメインの取得・廃止等の手続をする会社のこと。 

三重県 pref.mie ド

メイン 

三重県ドメイン（pref.mie.lg.jp）のこと（総務

部デジタル推進局デジタル改革推進課が管理）。本ガ

イドラインでは、非三重県ドメインと対比しやすい

ように、三重県ドメインを三重県 pref.mie ドメイン

と表記する。 

非三重県ドメイン 三重県 pref.mie ドメイン以外のドメインのこと。 
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２ ドメイン管理方法 

三重県では、以下のとおりドメイン管理を実施するものとする。 

２.１ 基本原則 

ドメインに関する基本原則は以下のとおりとする。 

 

1) 三重県 pref.mie ドメインの使用 

各所属で運用する Web サイトは、三重県 pref.mie ドメインを使用するもの

とする。 

「終了時期が明らかなイベント等でWebサイトを構築する」等の場合、三重

県 pref.mie ドメインを使用するものとする。 

また、委託契約等により Web サイトを構築する場合は、三重県 pref.mie ド

メインの使用を調達仕様書に含めるものとする。 

ただし「将来的に継続して運用」又は「三重県 pref.mie ドメインを使用す

ることが極めて困難な理由」な場合のみ、非三重県ドメインを使用できるも

のとする。 

2) 既存の非三重県ドメインの運用 

① 終了時期が明らかなイベント等で非三重県ドメインを使用している場合 

あらかじめ「非三重県ドメインの使用終了時（イベント終了等）にお

ける Web サイトページの三重県 pref.mie ドメインへの移行要否」を決定

しておくものとする。廃止する際には、非三重県ドメインを一定期間保

持するものとする。 

《２．２ ドメインの移行・廃止方法を参照》 

② 「将来的に継続して運用」又は「三重県 pref.mie ドメインへ移行するこ

とが困難」な場合 

ドメイン管理に必要な管理項目（保有ドメイン、トップページURL等）

の記録・管理を継続的に行うとともに、三重県の担当者・組織名称等の

変更がある場合には、その都度ドメイン登録情報の変更手続きを行うも

のとする。 

《２．３ ドメインの管理方法を参照》 

 

3) 廃止済みの非三重県ドメインの運用 

過去において非三重県ドメインを運用し既に廃止している場合、当該ドメ
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インについて第三者が取得・運用しているかを適宜確認するものとする。 

第三者による取得・運用を確認した場合は、デジタル戦略企画課へ報告す

るとともに、県民等が「三重県の公式サイト」と誤認識する恐れのある場合

は、所管所属の公式サイト等で県民等に対し「県とは関係ないもの」の旨の

注意喚起を行うものとする。 

２.２ ドメインの移行・廃止方法 

ドメインの移行・廃止方法は、以下のとおりとするものとする。 

なお、廃止する Web サイト等について、他の Web サイト等にリンク先を掲載

されている場合は、運用停止に合わせてリンクの削除申請手続き等を行うもの

とする。 

 

1) 非三重県ドメインを移行・廃止する場合（非三重県ドメイン→三重県

pref.mie ドメイン） 

ドメイン移行時はあらかじめ、廃止するドメイン上で運用停止に関する案

内をするものとする。 

また、以前に利用していた旧ドメインが悪意のある第三者に取得された場

合、Web サイトの利用者が検索 Web サイト等を経由して、正規の Web サイト

になりすました不正サイトへ誘導される可能性があるため、以下の対策を行

うこととする。 

・新ドメインにサービス移行後も、旧ドメインへのアクセス状況を踏まえ

るなどして、旧ドメインを１年程度運用し、旧ドメイン上の Web ページ

で新ドメインの移行案内を行うものとする。 

・旧ドメイン運用停止後も一定期間、旧ドメインを保持した上で、廃止手

続を行う。 

図 ２-1 非三重県ドメインの移行・廃止の流れ 

 

マイルストーン

移行対象
非三重県ドメイン

移行後
三重県pref.mieドメイン

情報発信終了
運用移行
▼

運用停止
▼

ドメイン廃止
▼

▲
運用開始

運用

運用

運用停止案内掲載
（任意の期間）

三重県pref.mieドメインへの
移行案内掲載（1年程度）

ドメインの保持
（一定期間）



7 

 

2) 非三重県ドメインを単純廃止する場合 

ドメイン単純廃止時はあらかじめ、廃止するドメイン上で運用停止に関す

る案内をするものとする。 

また、以前に利用していた旧ドメインが悪意のある第三者に取得された場

合、Web サイトの利用者が検索 Web サイト等を経由して、正規の Web サイト

になりすました不正サイトへ誘導される可能性があるため、当該ドメインの

運用停止後も一定期間当該ドメインを保持した上で、廃止手続を行うものと

する。 

図 ２-2 非三重県ドメインの単純廃止の流れ 

 

 

（参考）運用停止に関する案内の提示要素 

ドメインの運用停止に関し、Web ページに掲載するべき案内事項は、記載例

にあるとおり、以下に掲げる事項を掲載することが望ましい。 

(1) 現行のドメインの運用停止時期 

(2) 現行のドメイン運用停止後は、当該ドメインからの情報提供は一切行

わないこと 

(3) 運用停止するドメインのなりすまし防止等のため、一定期間保持する

こと 

(4) 運用停止後に、当該ドメインが第三者に取得される可能性があること 

 

 

マイルストーン

単純廃止対象
非三重県ドメイン

情報発信終了
▼ 運用停止

▼
ドメイン廃止

▼

運用

運用停止案内掲載
（任意の期間）

ドメインの保持
（一定期間）

（記載例）

• 2020年3月31日をもちまして、本Webサイトの運用を停止し、停止後は本Webサイトから一切の情報提供は致しません。

• 本Webサイトは2020年3月31日をもちまして閉鎖することとなり、それ以降の情報発信は、httpｓ：//〇〇〇 で行うことにな

ります。

• 2020年3月31日をもちまして、本Webサイトは閉鎖致しますが、本Webサイトで使用していたドメインにつきましては、しばらく

の間、三重県で保有いたします。

• 本Webサイトの閉鎖後について、本Webサイトで使用していたドメインにつきましては、第三者が取得する可能性があります。
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２.３ ドメインの管理方法 

ドメインの管理方法は以下のとおりとする。 

1) ドメインの管理項目 

非三重県ドメインを運用している各所属は、以下の内容を記録するなどし

て、管理すること。 

 

《ドメイン管理項目》 

・ 保有ドメイン 

・ トップページ URL、代表 Web サイト名 

・ ドメイン保有組織、担当者、連絡先 

・ ドメイン取得時期 

・ 指定事業者 

・ 使用目的、業務分類、保守管理事業者、概要 等 

2) ドメイン登録組織・登録者・連絡先等の変更 

ドメイン管理会社がドメインを管理し、公表していることから、人事異動、

組織名称変更等に伴い、三重県がドメインを取得する際に登録した組織名、

登録者名、連絡先等に対し変更が生じた場合は、指定事業者に対し、速やか

に変更手続を行うものとする。これらの変更に備え、指定事業者を把握し、

記録しておくものとする。 

 

２.４ 参考資料等 

1) 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン

（令和５年３月版）6.3 システム開発、導入、保守等－解説－注 11、注 12 

【総務省】 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei07_050328.html 

2) go.jp におけるルール・手順 

【各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議】 

–Web サイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/domain_

guideline.pdf 

【内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室】 
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–ドメイン管理ガイド（2.0 版） 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/domaing

uide-v2.0-20161201.pdf 

3) ドメイン名の廃止に関する注意 

【株式会社日本レジストリサービス(JPRS)】 

https://jprs.jp/registration/suspended/ 

 

 


